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けすぞう君の防災 Q&A 日本三大祭「祇園祭」を守る

こ
ん
に
ち
は
、
け
す
ぞ
う
君
で
す
。

「
コ
ン
コ
ン
チ
キ
チ
ン
、
コ
ン
チ
キ
チ

ン
」
京
都
の
夏
と
い
え
ば
、
祇
園
祭
が
思

い
浮
か
び
ま
す
。
今
回
は
、
千
百
有
余
年

の
歴
史
と
伝
統
の
あ
る
祇
園
祭
を
火
災
か

ら
守
る
取
り
組
み
に
つ
い
て
お
話
し
ま
す
。
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今回は、４月１５日号でお話した下京太
郎さん一家の長男一郎さんにかかる、平
成１７年度の市府民税についてです。

Q 昨年１１月に失業
した一郎さんに、

今月になって平成１７年
度の市府民税納税通知
書が届きました。一郎
さんは退職後、既に市
府民税の残額の請求を
受けているのに、また
通知が来たのは間違い
ではないかと疑問に思
っています。

A 今回、納税通知書が届いたのは間
違いではありません。既に請求させ

ていただいているのは、平成１５年中の所
得に基づく平成１６年度分市府民税の残税

額で、今回お送りした通知書は、平成１６
年中の所得に基づく平成１７年度分市府民
税です。市府民税は収入のあった年の翌
年に課税される仕組みになっているので、
現在は失業されていても前年の所得に対
して課税されることになります。
なお、現在失業中の方で、前年の総所
得金額などの合計額
が１５０万円以下（扶養
親族がある場合は、
１人につき３０万円を
加算した額以下）の
場合は、市府民税が
減免される場合があ
りますので、お問い
合わせください。
問合せ 市民税課（�
３７１・７１７２）

市税の基礎知識 Q&A市税の基礎知識 Q&A
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６
月
１
日
に
ひ
と
・
ま
ち
交
流
館
京

都
で
市
民
憲
章
推
進
者
の
市
長
表
彰
式

が
行
わ
れ
ま
し
た
。

市
民
憲
章
は
、
昭
和
３１
年
５
月
に
京

都
を
美
し
く
豊
か
に
す
る
た
め
、
市
民

の
守
る
べ
き
規
範
と
し
て
、
市
民
参
加

の
も
と
定
め
ら
れ
ま
し
た
。

昨
年
の
推
進
テ
ー
マ
「
進
め
よ
う

市
民
が
主
役
の
ま
ち
づ
く
り

〜
安
ら

ぎ
の
あ
る
く
ら
し
と
華
や
ぎ
の
あ
る
ま

ち
を
目
指
し
て
〜
」
に
基
づ
く
活
動
に

取
り
組
み
、
市
民
憲
章
を
積
極
的
に
推

進
し
て
こ
ら
れ
た
方
々
が
、
桝
本
市
長

か
ら
表
彰
を
受
け
ら
れ
ま
し
た
。

表
彰
さ
れ
た
皆
さ
ん

神
田

實

（
郁

文
）

川
口

明
子

（
格

致
）

森
井

啓
二

（
成

徳
）

数
井

晴
次

（
修

徳
）

平
井

輝
治

（
有

隣
）

青
木

一
夫

（
尚

徳
）

飛
�

富
久

（
稚

松
）

飯
村

や
す
子
（
七
条
第
三
）

落
合

末
人

（
崇

仁
）

�
橋

の
ぶ
子
（
崇

仁
）

竹
田

三
郎

（
崇

仁
）

�
順
不
同
・
敬
称
略
�

京都市市民憲章
１ わたくしたち京都市民は、美しいまちをきずきましょう。

１ わたくしたち京都市民は、清潔な環境をつくりましょう。

１ わたくしたち京都市民は、良い風習をそだてましょう。

１ わたくしたち京都市民は、文化財の愛護につとめましょう。

１ わたくしたち京都市民は、旅行者をあたたかくむかえましょう。

（昭和３１年５月３日制定）

これは、次の２つを基本方
針として、区民の皆様の期待
に応える区政の運営を行って
いくものです。
●２１世紀のまちづくりの指
針である『下京区基本計画』
に掲げる施策を実施してい
くことによる個性あふれる
まちづくりの推進
●区民に身近な行政サービ
ス提供機関としてのサービ
スの向上と効率的な業務の
運営
なお、詳しくは、下京区役
所ホームページ(http���www.
city.kyoto.jp/shimogyo�)で
ご覧になれます。
問合せ 総務課（�３７１・７１６４）

和
菓
子
職
人

金
澤

良
治
さ
ん
（
郁
文
）

代
表
的
な
京
菓
子
と
し
て
広

く
知
ら
れ
て
い
る
も
の
に
「
干

菓
子
細
工
」
が
あ
り
ま
す
。
四

季
の
草
花
や
鳥
な
ど
を
実
物
の

よ
う
に
写
生
し
て
作
り
、
観
賞

用
と
し
て
飾
ら
れ
た
こ
と
か
ら

「
飾
菓
子
」
と
も
言
わ
れ
て
い

ま
す
。
今
回
は
、
干
菓
子
細
工

の
職
人
で
市
伝
統
産
業
技
術
功

労
者
で
あ
る
金
澤
良
治
さ
ん
に

お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

創
業
が
２５０
年
を
超
え
る
老
舗

「
若
狭
屋
久
茂
」（
四
条
通
大
宮

和菓子から生まれる
四季の草花

東
入
）
を
家
業
と
し
て
継
が
れ

た
金
澤
さ
ん
で
す
が
、
学
生
時

代
に
は
和
菓
子
づ
く
り
と
違
っ

た
道
を
模
索
さ
れ
た
こ
ろ
も
あ

っ
た
そ
う
で
す
。
し
か
し
、
店

の
伝
統
や
技
を
継
承
す
る
う
ち

に
、
義
務
感
や
責
任
感
と
い
っ

た
も
の
が
芽
生
え
、

次
第
に
和
菓
子
づ
く

り
へ
の
愛
着
が
わ
い

て
き
ま
し
た
、
と
。

そ
う
し
た
中
、
従

来
、
店
で
は
手
を
そ

め
て
い
な
か
っ
た
干

菓
子
細
工
に
、
独
自

の
世
界
を
見
出
さ
れ

ま
す
。

干
菓
子
細
工
に
は
精
巧
な
技

術
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
金
澤
さ

ん
は
一
か
ら
技
を
習
得
す
る
必

要
が
あ
り
、
試
行
錯
誤
の
中
で

は
苦
労
を
さ
れ
る
こ
と
も
多
か

っ
た
そ
う
で
す
。
そ
の
製
作
方

法
を
簡
単
に
ご
紹
介
し
ま
す
。

粉
糖
（
グ
ラ
ニ
ュ
ー
糖
を
粉

末
に
し
た
も
の
）
に
餅
米
を
原

料
と
し
た
寒
梅
粉
を
合
わ
せ
て

熱
湯
で
こ
ね
、
材
料
と
な
る
生

地
を
作
り
ま
す
。
こ
れ
を
着
色

し
薄
く
の
ば

し
花
び
ら
や

葉
な
ど
の
型

に
抜
き
、
１

枚
１
枚
を
組

み
合
わ
せ
て

花
や
枝
を
作

っ
て
い
き
ま

す
。
材
料
の

生
地
を
の
ば
す
と
き
に
、
異
な

る
色
同
士
を
合
わ
せ
る
と
、
ぼ

か
し
が
入
っ
た
独
特
の
風
合
い

も
出
て
き
ま
す
。

見
た
目
に
美
し
い
干
菓
子
細

工
づ
く
り
に
は
、
技
術
だ
け
で

な
く
独
自
の
感
性
や
美
的
セ
ン

ス
も
求
め
ら
れ
ま
す
。
デ
ザ
イ

ン
を
考
案
す
る
う
え
で
華
道
を

参
考
に
さ
れ
る
な
ど
、
異
な
っ

た
分
野
の
技
術
も
積
極
的
に
取

り
入
れ
て
お
ら
れ
ま
す
。

「
和
菓
子
の
芸
術
」
と
も
言

え
る
干
菓
子
細
工
づ
く
り
。
金

澤
さ
ん
は
、
時
間
や
心
の
ゆ
と

り
、
し
い
て
は
「
手
す
さ
び
」

の
精
神
が
必
要
だ
と
お
っ
し
ゃ

り
、「
和
」
の
世
界
と
思
わ
れ
が

ち
な
干
菓
子
細
工
に
バ
ラ
の
花

を
取
り
入
れ
る
と
い
っ
た
「
遊

び
心
」
で
創
作
の
世
界
を
広
げ

て
お
ら
れ
ま
す
。

「
伝
統
の
世
界
だ
け
に
と
ら

わ
れ
る
の
で
な
く
、
世
の
中
の

時
流
に
乗
る
こ
と
も
大
切
で
、

そ
の
た
め
に
日
々
精
進
し
て
る

ん
で
す
」
と
話
し
て
い
た
だ
い

た
の
が
印
象
的
で
し
た
。

児
童
手
当
を
受
給
中
の
方
は
、

５
月
末
に
お
送
り
し
た
「
児
童
手

当
現
況
届
」
を
６
月
３０
日
ま
で
に

福
祉
介
護
課
へ
提
出
し
て
く
だ
さ

い
（
公
務
員
の
方
は
各
所
属
に
提

出
し
て
く
だ
さ
い
）。

現
況
届
を
提
出
さ
れ
な
い
と
、

６
月
分
以
降
の
児
童
手
当
が
受
け

ら
れ
な
く
な
り
ま
す
。
ま
た
、
６

月
分
以
降
の
手
当
の
支
給
を
差
し

止
め
て
か
ら
２
年
を
経
過
す
る
と
、

受
給
資
格
が
な
く
な
る
の
で
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

な
お
、
昨
年
度
以
前
に
所
得
制

限
に
よ
り
受
給
で
き
な
か
っ
た
方

の
中
に
は
、所
得
の
変
動
な
ど
で
、

再
度
請
求
さ
れ
る
と
受
給
で
き
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

所
得
限
度
額
（
概
略
）

昨
年
の

所
得
金
額
か
ら
社
会
保
険
料
相
当

額
（
一
律
８
万
円
を
控
除
）
な
ど

の
各
種
控
除
を
差
し
引
い
た
額
が
、

別
表
の
限
度
額
未
満
と
な
る
場
合

に
受
給
で
き
ま
す
。

添
付
書
類

平
成
１７
年
１
月
２
日

以
降
に
他
の
市
町
村
か
ら
転
入
さ

れ
た
方
は
、
転
入
前
市
町
村
の
発

行
し
た
平
成
１７
年
度
（
平
成
１６
年

中
所
得
）
児
童
手
当
用
の
所
得
証

明
書
を
現
況
届
に
添
付
し
て
く
だ

さ
い
。
ま
た
、
支
給
要
件
児
童
が

他
の
市
町
村
に
居
住
し
て
い
る
場

合
は
、
そ
の
市
町
村
の
発
行
し
た

住
民
票
謄
本
及
び
申
立
書
を
現
況

届
に
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ

福
祉
介
護
課
（
�
３７１
・

７
２
１
６
）

※
国
民
年
金
加
入
者
及
び
年
金
無

加
入
者
が
対
象

※
※
厚
生
年
金
加
入
者
及
び
各
種

共
済
組
合
加
入
者
が
対
象

〇
扶
養
親
族
が
１
人
増
す
ご
と
に

所
得
限
度
額
に
３８
万
円
を
加
算

〇
老
人
扶
養
親
族
１
人
に
つ
き
６

万
円
を
加
算

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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平
成
１７
年
度
分
の
京
都
市
国
民

健
康
保
険
の
保
険
料
額
は
、
６
月

中
旬
に
お
送
り
す
る
保
険
料
納
入

通
知
書
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
納

入
通
知
書
に
は
、
口
座
振
替
依
頼

書
を
お
付
け
し
て
い
ま
す
の
で
、

保
険
料
の
お
支
払
い
に
は
便
利
な

口
座
振
替
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

お
知
ら
せ
し
た
保
険
料
額
は
、

６
月
か
ら
翌
年
３
月
ま
で
の
１０
回

の
納
期
に
分
け
て
納
付
し
て
い
た

だ
き
ま
す
。
保
険
料
は
各
月
の
納

期
限
（
原
則
と
し
て
各
月
末
。
月

末
日
が
土
日
ま
た
は
祝
日
な
ど
の

場
合
に
は
翌
月
最
初
の
平
日
）
ま

で
に
納
め
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
保
険
料
の
納
付
に
困
難

な
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
減
額
制

度
が
適
用
で
き
る
場
合
も
あ
り
ま

す
の
で
、
７
月
中
も
し
く
は
な
る

べ
く
早
く
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問
合
せ

保
険
年
金
課
（
�
３７１
・

７
２
５
２
）
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崇
仁
学
区
に
は
、
か
つ
て
船
鉾

や
曳
山
が
あ
り
、
東
山
七
条
に
あ

る
新
日
吉
神
宮
の
祭
礼
の
と
き
に

行
列
を
組
ん
で
巡
行
を
し
て
い
ま

し
た
が
、
維
持
費
の
高
騰
な
ど
か

ら
、
昭
和
３０
年
代
前
半
を
最
後
に

途
絶
え
て
し
ま
い
ま
し
た
。

ま
つ
り
の
復
活
は
、
当
時
を
知

る
人
た
ち
の
長
年
の
願
い
で
し
た

が
、
地
域
住
民
の
熱
意
で
、
昔
の

記
憶
を
も
と
に
、
平
成
５
年
に
お

囃
子
が
復
活
。
そ
の
後
も
、
船
鉾

を
復
元
す
る
取
り
組
み
が
続
き
、

平
成
１０
年
に
完
成
。
こ
の
年
か
ら

崇
仁
春
ま
つ
り
と
し
て
再
び
巡
行

さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

去
る
５
月
８
日
に
行
わ
れ
た
第

８
回
の
崇
仁
春
ま
つ
り
で
は
、
晴

れ
わ
た
る
青
空
の
も
と
、
に
ぎ
や

か
な
お
囃
子
に
の
っ
て
、
船
鉾
や

曳
山
が
崇
仁
学
区
を
中
心
に
下
京

の
ま
ち
を
巡
行
し
ま
し
た
。

自
分
た
ち
の
手
で
再
興
し
た
ま

つ
り
に
参
加
さ
れ
た
皆
さ
ん
の
顔

は
、
輝
き
に
あ
ふ
れ
、
ま
ち
の
伝

統
は
子
ど
も
た
ち
へ
確
実
に
受
け

継
が
れ
て
い
る
よ
う
で
し
た
。
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市
で
は
、
失
業
や
不
測
の
事
故

な
ど
の
た
め
、
お
盆
の
時
期
に
生

活
に
困
ら
れ
る
世
帯
に
対
し
て
生

活
相
談
と
、
必
要
と
認
め
ら
れ
る

世
帯
に
夏
季
特
別
生
活
資
金
の
貸

付
を
行
い
ま
す
。

相
談
日
時

７
月
１２
日
（
火
）
〜
１５
日
（
金
）

午
前
９
時
〜
正
午

午
後
１
時
〜
３
時

場
所

区
総
合
庁
舎
４
階
会
議
室

貸
付
日

７
月
２２
日
（
金
）

貸
付
の
内
容

〇
１
世
帯
１５
万
円
を
限
度
と
し
、

世
帯
員
１
人
あ
た
り
３
万
円
を
目

安
に
お
貸
し
し
ま
す
。

〇
担
保
、
保
証
人
は
不
要
で
利
子

は
つ
き
ま
せ
ん
。

〇
償
還
は
、
１
か
月
以
上
３
か
月

以
内
の
据
置
期
間
を
含
め
て
２
年

以
内
に
、
原
則
と
し
て
均
等
月
賦

で
返
済
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

貸
付
を
行
わ
な
い
世
帯

〇
ボ
ー
ナ
ス
な
ど
の
臨
時
収
入
が

あ
る
場
合
や
、
他
の
共
済
制
度
に

よ
り
貸
付
を
受
け
ら
れ
る
世
帯

〇
生
活
保
護
を
受
け
て
い
る
世
帯

〇
以
前
に
夏
季
ま
た
は
歳
末
で
こ

の
資
金
貸
付
を
受
け
、
償
還
率
が

８０
％
に
満
た
な
い
世
帯

〇
償
還
能
力
に
欠
け
る
と
認
め
ら

れ
る
世
帯

申
請
に
必
要
な
も
の

〇
印
鑑

〇
健
康
保
険
証
な
ど
住
所
と
家
族

構
成
を
明
ら
か
に
で
き
る
も
の

問
合
せ

福
祉
介
護
課（
�
３７１
・
７
２
１
４
）

Q 山や鉾を火災から防ぐために、どの
ようなことをしていますか。
A 山や鉾の収蔵庫には、電気器具や電
気配線が取り付けられています。また、
祇園祭の宵々々山から宵山までの間は、
山や鉾の提灯に明かりが灯されます。

そのため、
消防署では
収蔵庫や山
鉾からの火
災を防止す
るために、
消防団や電
力会社と合
同で、電気
器具や電気
配線の取付
状況などの
検査を行っ
ています。

Q 山や鉾のある町内では、火事が起こ
ったときのために、どのような備えを
していますか。
A 火災が起こったときに備え、地域ぐ
るみで消防訓練を行っています。
この訓練には、山鉾保存会や地元町
内会の皆さんと近隣に所在する事業所
の従業員の方々も参加し、火災が起き
たときの１１９番通報、訓練用消火器から
実際に水を出しての初期消火、貴重品
の安全な場所への搬送など、実際に火
事が起きたときに対応できるよう、地
域と消防署、消防団が一体となった合

同訓練を行っています。
Q 消防署や消防団は、どのように備え
ていますか。
A 祇園祭の期間中、山や鉾の周辺は多
くの人々で混雑するため火事や救急事
故が起こると、消防車・救急車の進入
や消防隊の活動が困難になることがあ
ります。そのため、消防署では宵々々
山から山鉾巡行までの間、現地に警備
本部を置き、消火栓や防火水槽などの
消火用水の確保やホースなどの消火活
動器材の配置を行って災害に備えてい
ます。また、祇園祭に関係する地域で
は、消防分団が詰所を開設し団員が夜
間パトロールを実施するなど、巡行当
日まで消防署と連携して災害の発生に
備えています。
そのほか、消防署や消防団では、
�山や鉾町内の一般家庭や事業所から
の火災を防止するための防火訪問
�消防車や救急車の進入に障害が生じ
ないように、露店を開設する関係者の
方々に対する防火指導
などを行い、
祇園祭の安全
を図っていま
す。
山鉾などの
多くは文化財
に指定されて
います。例年、
万全の警備体
制で祇園祭に
臨んでいます
が、山や鉾を
火災から守る
には、やはり
市民の皆さん
のご協力が一
番必要です。
今後も地域
ぐるみで、こ
の貴重な財産
を残していき
ましょう。
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腰痛や肩こりの辛さを、治らないから仕方がな
いとあきらめていませんか。姿勢を正して簡単な
体操を毎日続けるだけで、腰痛や肩こりは軽減し
たり解消したりします。この教室で腰や肩の悩み
にサヨウナラしましょう。
日時 ７月８日（金）

午後１時３０分～（受付 午後１時～）
内容 〇医師の講話

〇運動指導員による体操
場所 下京保健所２階 多目的ホール
定員 ３０人（申込み順）
申込締切り ７月６日（水）
申込み・問合せ 健康づくり推進課保健担当

（�３７１・７２９１）

なかなか寝つけない・夜中に何度も目が覚める
など、睡眠について気になることはありませんか。
ぐっすりと良い眠りをとるための知識を得て、睡
眠の質を高めましょう。
日時 ６月２８日（火）

午後１時３０分～（受付 午後１時～）
内容 〇睡眠の専門医による講話

〇簡単にできるリラックス体操
場所 下京保健所２階 多目的ホール
定員 ２０人（申込み順）
申込締切り ６月２４日（金）
その他 動きやすい服装でご参加ください
申込み・問合せ 健康づくり推進課保健担当

（�３７１・７２９１）
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下
京
区
か
ら
は

個
人
１１
人
が
表
彰

平平成成１１７７年年度度
『『下下京京区区運運営営方方針針』』
をを策策定定ししままししたた

児児
童童
手手
当当
現現
況況
届届
はは

６６
月月
中中
にに
提提
出出
をを

５７４万円４１５万円３

５３６万円３７７万円２

４９８万円３３９万円１

４６０万円３０１万円０

※※
特例給付

※
児童手当

扶養家族
の数

平成１７年度所得限度額表

夏夏
季季
特特
別別
生生
活活
相相
談談

夏夏
季季
特特
別別
生生
活活
資資
金金
貸貸
付付

国
民
健
康
保
険

���
���

���
���

平平
成成
１１７７
年年
度度
保保
険険
料料
通通
知知
書書
はは

６６
月月
中中
旬旬
にに
おお
送送
りり
しし
まま
すす

船
鉾
に
乗
る
子
ど
も
た
ち
に
あ
ふ
れ
る
笑
顔

復復
活活
しし
たた
船船
鉾鉾
やや
曳曳
山山
がが
巡巡
行行

崇

仁

春

ま

つ

り
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失業中の
市府民税

７
月
１２
日（
火
）か
ら
相
談
開
始

６
月
３０
日
は
、

市
・
府
民
税
第
１
期
分
の
納
期
限
で
す
。

＊
納
期
限
を
過
ぎ
ま
す
と
、
延
滞
金
が
か
か
り

ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

＊
市
税
の
納
付
に
は
、
便
利
で
確
実
な
口
座
振

替
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

問
合
せ

市
民
税
課
（
�
３７１
・
７
１
７
１
）

長刀鉾
（写真提供：四条繁栄会
商店街振興組合）

電気配線検査の様子
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